
一

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表

○
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
傍
線
部
は
修
正
部
分
）

修

正

後

修

正

前

第
八
章

罰
則

第
百
十
九
条

著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十

条
第
一
項
（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若
し

く
は
実
演
等
の
複
製
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
著

作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と

み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ

る
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
次
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

（
略
）

３

第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
、
有
償
著
作
物

等
（
録
音
さ
れ
、
又
は
録
画
さ
れ
た
著
作
物
又
は
実
演
等
（
著
作
権
又
は
著

作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
有
償
で
公
衆

に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著
作

権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
の
著
作
権

又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動
公

衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
又
は
著
作
隣

第
八
章

罰
則

第
百
十
九
条

著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
（
第
三
十

条
第
一
項
（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め

る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若
し
く
は
実
演
等
の
複
製
を
行

つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接

権
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。

第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ

る
行
為
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く

は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
次

項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
十
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

（
略
）

［
新
設
］



二

接
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。
）
を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式

の
録
音
又
は
録
画
を
、
自
ら
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
つ
て
著
作
権
又
は

著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。



三

○
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）

（
傍
線
部
は
修
正
部
分
）

修

正

後

修

正

前

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改

正
規
定
、
第
十
九
条
第
四
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
条
第

一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
四
十
二
条
の
三
を
第
四
十
二
条
の
四
と
し
、

第
四
十
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
七
条
の
九

の
改
正
規
定
（
「
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
又

は
第
四
十
六
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
た
だ
し
書
の
改
正
規

定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定

（
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の

三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
ま

で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
九
十
条
の
二
第
四
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百
二
条
第
一
項

の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
三
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
九
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
」

を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十

二
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
九
条
第
一
項
の

改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規

定
、
第
十
九
条
第
四
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
条
第
一
項
第

二
号
の
改
正
規
定
、
第
四
十
二
条
の
三
を
第
四
十
二
条
の
四
と
し
、
第
四
十

二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
七
条
の
九
の
改
正
規

定
（
「
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
又
は
第
四
十
六

条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二

条
の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
」

を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二

条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の

三
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
十
条
の
二
第
四
項
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
、
第
百
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
三
」

を
「
第
四
十
二
条
の
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
九
項
第
一
号

の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
四

十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。



四

第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

及
び
第
九
条
の
規
定

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
前
に
著
作
者
が
行
政
機
関
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報

の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等

の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
又
は
地
方
公
共
団

体
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
供
し
た
著
作
物
で
ま
だ
公
表
さ
れ

て
い
な
い
も
の
（
そ
の
著
作
者
の
同
意
を
得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を

含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等

（
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
公
文
書
館
等
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
移
管
さ
れ
た
も
の
又
は
公
文
書
管
理
条
例
（
地
方

公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
保
有
す
る
歴
史
公
文
書
等
（
公
文
書

管
理
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
に
つ
い
て
定
め
る
当
該
地
方
公

共
団
体
の
条
例
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
地
方
公

文
書
館
等
（
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
図
る
施
設
と
し
て

公
文
書
管
理
条
例
が
定
め
る
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
移
管

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
著
作
者
が
行
政
機
関
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法

人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四

十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
又
は
地
方

公
共
団
体
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
供
し
た
著
作
物
で
ま
だ
公

表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
著
作
者
の
同
意
を
得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著

作
物
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文

書
館
等
（
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
公
文
書
館
等
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
移
管
さ
れ
た
も
の
又
は
公
文
書
管
理
条
例

（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
保
有
す
る
歴
史
公
文
書
等

（
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
に
つ
い
て
定
め
る
当

該
地
方
公
共
団
体
の
条
例
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ

き
地
方
公
文
書
館
等
（
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
図
る
施

設
と
し
て
公
文
書
管
理
条
例
が
定
め
る
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同



五

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

新
法
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
著
作
者
が
国
立
公
文
書
館
等
又
は
地
方
公
文
書
館

等
に
提
供
し
た
著
作
物
で
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
著
作
者
の

同
意
を
得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当

該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
六
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
十
八
号
中
「
第
百
十
九
条
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
項
」
に
改
め
る
。

（
国
民
に
対
す
る
啓
発
等
）

第
七
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
が
、
新
法
第
三
十
条
第
一
項
（
新

法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
私
的
使

用
の
目
的
を
も
っ
て
、
有
償
著
作
物
等
（
新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
有
償
著
作
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を

侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動
公
衆
送
信
で
あ
っ
て
、

国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
侵
害
と
な
る

じ
。
）
に
移
管
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

新
法
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
著
作
者
が
国
立
公
文
書
館
等
又
は
地
方
公
文

書
館
等
に
提
供
し
た
著
作
物
で
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
著
作

者
の
同
意
を
得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

［
新
設
］

［
新
設
］



六

べ
き
も
の
を
含
む
。
）
を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画

を
、
自
ら
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
っ
て
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵

害
す
る
行
為
（
以
下
「
特
定
侵
害
行
為
」
と
い
う
。
）
の
防
止
の
重
要
性
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
定
侵
害
行
為
の
防
止
に
関
す

る
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
未
成
年
者
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
特
定

侵
害
行
為
の
防
止
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
学
校
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通
じ
て
特
定
侵
害
行
為
の
防
止
に
関
す
る

教
育
の
充
実
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
新
法
第
三
十
条
第
一

項
（
新
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
償

著
作
物
等
」
と
あ
る
の
は
「
録
音
さ
れ
、
又
は
録
画
さ
れ
た
著
作
物
、
実
演
、

レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
（
著
作

権
又
は
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
有

償
で
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提

示
が
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
関
係
事
業
者
の
措
置
）

第
八
条

有
償
著
作
物
等
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
事
業
者
は
、
特

定
侵
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
運
用
上
の
配
慮
）

［
新
設
］



七

第
九
条

新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行

う
行
為
が
不
当
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
検
討
）

第
十
条

新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
状
況
等

を
勘
案
し
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

［
新
設
］


